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理容師養成施設の修業年限について

晩秋の候，貴職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，平成１０年度に理容師法が改正されたことに伴い，国家試験受験資格を取得するために必

要な本校理容科の教育課程は下記のとおりとなっております。

つきましては，理容科へ出願希望の生徒・保護者へのご案内をいただければ幸いです。

記

１ 理容師養成施設としての修業年限（認可事項）

４年課程（高等部３年間に続き，専攻科１年間の在籍が必要）

２ 理由及びお願い

生徒が国家試験に向けて十分学習し，受験資格が得られるよう，理容師養成

施設としての修業年限を，平成１０年度より４年課程でお考えいただくようお

願いしております。

高等部３年間の学習だけでは国家試験受験資格が得られません。

つきましては，本校高等部理容科に出願を希望され，理容師を目指す場合は，

専攻科理容科進学を合わせてお考えいただくようにお願いいたします。


